
 
 
                                                                  

「全国一斉『こどもの人権相談』強化週間」について 

 

 新潟地方法務局及び新潟県人権擁護委員連合会では、令和７年８月２７日（水）

から同年９月２日（火）までの７日間を「全国一斉『こどもの人権相談』強化週

間」として、法務局職員又は人権擁護委員が、こどもの人権に関する電話及びＬ

ＩＮＥ相談を受け付けます。以下のとおり、土曜日・日曜日も相談に応じますの

で、御利用ください。 

 

 

 相談内容 

 

 

 いじめ・児童虐待などこどもの人権に関すること 

 

 

 

 電話番号 

 

  

「こどもの人権１１０番」 

       ぜろぜろななのひゃくとおばん 

  ０１２０－００７－１１０（全国共通・フリーダイヤル） 

 

 

  ＬＩＮＥ 

 

  アカウント名：「法務局ＬＩＮＥじんけん相談」 

  検 索 Ｉ Ｄ：「@linejinkensoudan」  

                    友だち追加はこちらから→ 

 

 相談時間 

 

 

 

 

 

 

 ８／２７（水） 

 ８／２８（木） 

 ８／２９（金） 

  ８／３０（土） 

 ８／３１（日） 

 ９ ／ １（月） 

  ９ ／ ２（火） 

 

※通常は、平日８：３０～１７：１５ 

 ※ ＩＰ電話からは接続できません。 

 １０：００～１７：００ 

 ８：３０～１９：００ 

 ８：３０～１９：００ 


